




第三種・第四種郵便物に関する郵便法の規定① 

郵便法 （昭和22年法律第165号）の規定（抜粋） 
  
第22条  （第三種郵便物） 第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約
款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。  

２ 第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。  
３ 会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。  
一  毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。  
二  掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。  
三  政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。 

４～５ （略） 
 
第27条  （第四種郵便物） 次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。蚕種を内容とする郵便物で会社の承認の
もとに密閉したものも、同様とする。  
一  法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間に当該通信教育を行うた
めに発受する郵便物（筆書した書状を内容とするものを除く。）で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの  

 二 盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの  
三  盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の
福祉を増進することを目的とする施設（総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る。）から差し出し、又はこれらの
施設にあてて差し出されるもの  

四  植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの  
五  学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物（総務省令で定める基準に
従い会社が指定するものに限る。）を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出さ
れるもの 
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（料金） 
第67条  会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金（第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定に

より届け出るべきものを除く。）を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
２ 前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。  
 一 郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。  
 二 第一種郵便物及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと（会社の一の事業所においてそ

の引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。）。 
 三    第一種郵便物（郵便書簡を除く。第四項第二号において同じ。）のうち大きさ及び形状が総務省令で定める基準に適合するも

のであつて、その重量が二十五グラム以下のもの（次号において「定形郵便物」という。）の料金の額が、軽量の信書の送達の役
務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超
えないものであること。  

 四 郵便書簡及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。  
 五 国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。 
 六 定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
 七 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと 
３ 会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。  

４ 総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。  
一 配達地により異なる額が定められていないこと（会社の一の事業所においてその引受け及び配達を行う郵便物の料金を除く。）。  
二 同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。  
三 定率又は定額をもつて明確に定められていること。  
四 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

５～７（略） 
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 収支の推移(第三種・第四種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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引受物数の推移(第三種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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引受物数の推移(第四種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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承認・指定件数の推移(第三種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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承認・指定件数の推移(第四種) 

＊平成28年９月13日現状と課題ＷＧ（第２回）日本郵便㈱ヒアリング資料より抜粋 
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